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亀岡市と 

「要支援者発見・通報事業実施に関する協定」を締結！ 
 

 京都銀行（頭取 土井 伸宏）では、平成２８年１１月１４日（月）に、安全に安心して    

暮らせるまちづくりの推進を図るため、亀岡市と「要支援者発見・通報事業実施に関する協定」

を締結しますのでお知らせいたします。 

当協定は、当行行員が日々の業務を通じて、お客様の様子がいつもと違うなどの異変に気が

付いた場合、市に連絡を行うなどして地域ぐるみで地域の皆さまを見守るというもので、  

当行は亀岡市内に４支店を置く地域金融機関として当活動に積極的に参加し、ご高齢のお客

様など地域の方々が安全・安心に暮らせるまちづくりに協力してまいります。 

当行では、平成２４年から京都府の「京都高齢者あんしんサポート企業」に参加しており、  

高齢者や認知症の方への適切な応対方法を学ぶ「サポーター養成講座」を開催、これまで約     

３，７００人の役職員が受講し、全店に「認知症サポーター」を配置しております。 

 当行は、今後もお客様から常に選ばれ信頼される銀行を目指し、地域社会と連携・協力して  

誰もが暮らしやすい地域づくりに貢献してまいります。 

記 

１．協定の目的 

当行行員が日々の業務の中で見守り活動に努め、ご高齢のお客様など地域の方々の異

変に気が付いた場合、亀岡市に連絡を行うなどして地域ぐるみで地域の方々を見守り、

安全で安心して暮らせるまちづくりを推進する。 

２．対象店舗 

・亀岡支店（京都府亀岡市北町５１） 

・千代川支店（京都府亀岡市千代川町小川２-５-４） 

・大井支店（京都府亀岡市大井町土田２-１-２１） 

・東亀岡支店（京都府亀岡市篠町浄法寺中村１６-１） 

３．協定書交付式について 

（１）日 時 

平成２８年１１月１４日（月）午後３時１５分～ 

（２）場 所 

亀岡市役所（京都府亀岡市安町野々神８番地） 

（３）出席者 

・亀岡市長 桂川 孝裕 様 

・株式会社 京都銀行 亀岡支店長 西堀 宏 他 

以 上 


